
令和５年度（繰越明許費）山形県大型免許取得支援事業費補助金交付要綱の一部改正 

新旧対照表 

 

旧 新 

－略－ 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費（補助対象経費に充てるべき国土交

通省、厚生労働省、公益社団法人全日本トラック協会、公益社団法人山

形県トラック協会等からの補助金、助成金等（市町村からの補助金を除

く。）があるときは、当該補助金等の合計額を控除した額）の２分の１

に相当する額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額）又は110,000円のいずれか低い額とする。 

 

 

（交付の申請） 

第６条 規則第５条の規定による補助金交付申請書（規則別記様式第１

号）の提出期限は、令和７年３月７日とし、添付すべき書類は、次のと

おりとする。 

(1)～(4) －略－ 

(5) 申請者が個人である場合は、次に掲げる書類 

  イ 自動車運転業務に従事していることの宣誓書（別記様式第３号） 

  ロ 一般貨物自動車運送事業の許可書の写し、委託契約書の写し等自

動車運転業務に従事していることを証する書類 

(6) 申請者が中小企業者である場合は、大型免許等の取得を行った従業 

員が自動車運転業務に従事していることの証明書（別記様式第４号） 

 

(7)及び(8) －略－ 

２ －略－ 

 

－略－ 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費（補助対象経費に充てるべき国土交

通省からの補助金、公益社団法人全日本トラック協会及び公益社団法人

山形県トラック協会からの助成金、厚生労働省からの教育訓練給付金等

（市町村からの補助金を除く。）があるときは、当該補助金等の合計額

を控除した額）の２分の１に相当する額（その額に千円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）又は110,000円のいずれか低い額とす

る。 

 

（交付の申請） 

第６条 規則第５条の規定による補助金交付申請書（規則別記様式第１号）

の提出期限は、令和７年３月７日とし、添付すべき書類は、次のとおり

とする。 

(1)～(4) －略－ 

 (5) 申請者が個人事業主である場合は、次に掲げる書類 

イ 自動車運転業務に従事していることの宣誓書（別記様式第３号） 

  ロ 一般貨物自動車運送事業の許可書の写し、委託契約書の写し等自

動車運転業務に従事していることを証する書類 

 (6) 申請者が中小企業者又は中小企業の従業員である場合は、大型免許 

等の取得を行った従業員が自動車運転業務に従事していることの証明 

書（別記様式第４号） 

  (7)及び(8) －略－ 

２ －略－ 

 

別 紙 



旧 新 

－略－ 

 

   附則 

 この要綱は、令和６年３月13日から施行する。 

 

 

 

 

 

規則別記様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－略－ 

 

附則 

 この要綱は、令和６年３月13日から施行する。 

 

附則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

規則別記様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧 新 

 

別記様式第１号 

 

事業実績及び補助金所要額計算書（申請者が個人である場合用） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１号 

事業実績及び補助金所要額計算書（申請者が中小企業者である場合用） 

 

－略－ 

 

別記様式第１号（つづき） 

事業実績及び補助金所要額計算書（申請者が中小企業者である場合用） 

 

 

 

 

別記様式第１号 

 

事業実績及び補助金所要額計算書（申請者が個人である場合用） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１号 

事業実績及び補助金所要額計算書（申請者が中小企業者である場合用） 

 

－略－ 

 

別記様式第１号（つづき） 

事業実績及び補助金所要額計算書（申請者が中小企業者である場合用） 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－略－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－略－ 


